
古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用
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青梅駅周辺景観形成地区

青梅駅

景観形成地区の区域（28ha）

青梅市の美しい風景を育む条例では、景観の形成に重要な資源を指定し保全を図っていくため、「景観形

成重要資源」の制度を設けています。また国（文化庁）が所管する「登録有形文化財」制度などもあります。

これらを活用しながら、みんなで景観形成・まちづくりに取り組んでいきましょう。

「景観形成地区」は、優れた景観づくりを計画的
に進めていく地区で「青梅市の美しい風景を育む条
例」にもとづいて定めるものです。指定を受けた地
区は、積極的に景観整備・修景を進めていくための
景観形成計画を策定します。また、地区内で建築物
等の新築・増築・改築や意匠の変更などの行為を行
う場合は、この条例による届出が必要になります。
そして、届出の行為は景観形成基準に適合すること
が必要になります。

青梅宿として発展し、歴史的建築物等も多く残されて
いる西分町から森下町の青梅街道沿いを中心とした区域
を「青梅駅周辺景観形成地区」として決定しました。
この地区は、江戸後期から昭和初期までに建てられた

町屋・店蔵・土蔵・石蔵・看板建築など、まちの歴史･
文化･産業と密接なかかわりを持つ多様な建物が、街な
みを特徴づけています。一方、近年建て替え等が進むな
かで、特に積極的に修景整備を図る必要性・緊急性が高
い地区でもあります。　

多くの人に親しまれ、景観形成に重要
な役割を果たす資源を保全し将来に伝えて
いくために、歴史的な建造物等を「景観形
成重要資源」として指定することができます。
景観形成重要資源の所有者等は、建物

等の修理や修景を行う場合には、その外観
について技術的援助や助成が受けられるよ
うになります。
また現状の変更や所有権などの移転を

しようとする場合は、市への届出が必要に
なります。

歴史的な建造物の適切な保存と自由な活用を支援するために、文化
財保護法に基づく「登録有形文化財」制度を活用することができます。
この制度は、建築後50年以上を経過した建造物のうち、地域の歴史

を理解するのに役立つことや独特の意匠を持つことなど、文化財として
の価値から保存および活用の措置が必要とされるものが対象となります。
対象建造物の所有者が市を通じて国（文化庁）に登録することによ

り、固定資産税や地価税の軽減および相続時の財産評価額の減額などの
支援措置、さらに修理を行う場合の設計監理費の補助を受けることがで
きます。
また一定規模以上の改修等を行う場合は、市を通して国への届出が

必要になります。

店蔵の修景

町屋・和風建築の修景

看板建築の修景 土蔵の修景

　市では、“美しい風景都市・青梅”をめざして、平成１６年６月に「青梅市の美しい風景を育む条例」

を定めました。この条例にもとづき、歴史的街なみと一体に景観の形成を図る必要がある区域とし

て「青梅駅周辺景観形成地区・景観形成計画・景観形成基準」を平成１９年７月に決定しました。

　この区域指定等は、平成１６年から行ってきた座談会やシンポジウムの参加者、地域内で組織さ

れた「青梅宿の景観を育む会」からの提案を受け、地区内の土地・家屋の所有者、住民、事業者、

国等の意見を伺い決定したものです。

　この区域においては、良好な街なみの形成

を誘導していくために、「家を建てる・壊す」

「外壁や屋根を直す」「看板を取付ける」等を

する場合、届出が必要となります。また、届

出にあたっては、景観形成基準に適合するこ

とが必要となります。
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青梅駅周辺景観形成地区・景観形成計画・景観形成基準のあらまし

平成２０年４月１日から届出が必要となります。
「家を建てる・壊す」「外壁や屋根を直す」「看板を取付ける」等をする場合

青梅駅周辺景観形成地区
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